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　町民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染防止のためのご協力をいただきまして

感謝申し上げます。皆様のご協力もあり、町では感染者の発生は今のところ確認されておりま

せん。

　さて、県をまたぐ移動自粛は６月 19 日に解除されました。

　町内の宿泊施設・飲食店などの事業者の皆様は、共通のガイドラインに沿って感染防止対策を

実施し、その対策内容を一目でわかるように表示し、安心して施設をご利用いただける環境づく

りに取り組んでおります。

　町では観光産業の回復をはじめとする経済対策を実施し、一日でも早く感染症拡大前に戻るよ

うにしてまいりたいと考えております。

　町は、新潟県と一致協力して、感染防止に取り組み、町民の暮らしを守ることに、引き続き、

全庁挙げて取り組んでまいります。

　そのためにも、町民の皆様におかれましては、手洗いや人と人との距離の確保等の基本的な感

染防止対策の継続など、引き続き、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践・定着の取組

をお願いいたします。

　なお、町における外出の自粛、催物の開催制限等の段階的な緩和の流れ等については、新潟県

が作成した「新型コロナウイルスのまん延防止に向けた協力のお願い」に準じてまいります。

　新潟県知事からのメッセージにもありますように、新型コロナウイルス感染症とは長丁場の付

き合いになりますが、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図っていくため、今後とも

町民一丸となって、この難局を乗り越えてまいりましょう。

　何卒、ご理解ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対応について（第10報）
町民の皆様へのお願い

令和２年６月 19 日

（湯沢町新型コロナウイルス感染症警戒本部 本部長）

・�手洗いや人と人との距離の確保等の基本的な感染防止対策など、

３密を避け、「新しい生活様式」を実践しましょう。

  問 　湯沢町役場 総務部 総務管理課

　　 ☎ 025 － 784 － 3451

新潟県の「新型コロナウイルスのまん延防止に向けた協力のお願い」より

移 行 期 間 移行期間後

５月31日

まで

６月１日　

～18日

６月19日

～７月９日

７月10日

～31日

８月１日　

～をめど

県をまたぐ移動

不要不急の

移動は厳に

控えて

５都道県と

の移動は

慎重に

ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
施
設

カラオケ、

スポーツジム

等

極力慎重に ガイドラインを遵守

接待を伴う飲

食業、ライブ

ハウス等

極力慎重に ガイドラインを遵守

観　　光 県内観光から徐々に
県をまたぐ観光も

含め徐々に

コンサート等
１００人（屋外２００人）

または収容定員の 50％
１０００人

または

収容定員の

50％

５０００人

または

収容定員の

50％

収容定員の

50％
展示会場

１００人または

収容定員の 50％

プロスポーツ等

（全国的移動を

伴うもの）

無観客

（ネット中継等）

お　祭　り ・

野外フェス等

（全国的・広域的）

十分な間隔

（できれば２ｍ）

感染状況を

踏まえ判断

お　祭　り ・

野外フェス等

（地域の行事）

１００人（屋外２００人）

または収容定員の 50％

※特定の地域からの来場を見込み、人数を管理できるものは可

※詳細は新潟県のホームページに掲載されております。

外出自粛等のステップについて




